
あきる野市地域包括支援センター事業運営委託に係る受託候補者の選定について

１ 選定の概要

公募型プロポーザル方式で実施し、地域包括支援センター業務を効率的で質の高い
サービスの提供ができるか、業務の安定性、業務の実効性、業務の管理、適正な職
員配置及び見積金額等を評価基準に設定して応募業者の審査を実施した。
なお、３圏域（東部・中部・西部）の地域包括支援センターのそれぞれに応募させ

るものとし、１のみ又は複数の圏域を受託することのいずれも可能とした。
提案書のヒアリングに当たっては、担当者にプレゼンテーションをさせ、これを審

査した。
また、この選考はあくまで受託候補者を特定するものであり、あきる野市地域包

括支援センター運営協議会の承認を得ることとなっている。

２ 事業者の選定について
（１）応募状況

（２）審査委員会の内容
あきる野市地域包括支援センター（３圏域）事業運営委託プロポーザル審査委員

会を組織し審査した。
【審査委員会】
委員長 健康福祉部長
委 員 企画政策部企画政策課長、健康福祉部高齢者支援課長、健康福祉部高齢

者支援課高齢者支援係課長補佐、健康福祉部高齢者支援課介護保険係課
長補佐及び介護認定係長

【選定基準】
審査委員一人あたりの総得点を２２０点とし、提出書類及びプレゼンテーション

の内容を採点し、審査委員会の各委員の評価合計を集計した総合計が最も高い者を
候補者に選定する。
ただし、総合計が出席委員数で算定する総合計が満点の５分の３に満たない場合

には、該当者なしとし、別途、候補者の選定を行う。

件名 応募業者
地域包括支援センター（東部圏域）事業運営業務委託 １者
地域包括支援センター（中部圏域）事業運営業務委託 １者
地域包括支援センター（西部圏域）事業運営業務委託 １者
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（３）審査結果
【東部圏域】

【中部圏域】

【西部圏域】

※審査委員６人によって採点
※合計得点１，３２０点とし、７９２点未満は失格。

（４）選定結果
あきる野市地域包括支援センター（３圏域）事業運営業務委託プロポーザル審査

委員会における審査の結果、東部圏域については、「あきる野市社会福祉協議会」、
中部圏域については、「医療法人財団 暁」が地域包括支援センターの事業運営に
おいて、効果的で質の高いサービスが提供できる団体であると評価し、受託候補者
に選定した。
なお、西部圏域については、応募者の総合計が基準点に満たないため、再度公募

することとした。

３ 今後のスケジュール
１２月１１日 運営協議会における承認
１２月下旬 契約締結

～３月 業務引き継ぎの実施

事業者名 得点
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 ８３７点

事業者名 得点
医療法人財団 暁 ９３５点

事業者名 得点
A社 ７４７点


